
ＣＤＳリスク管理委員会の名称の変更に伴う 

ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の一部改正について 

Ⅰ．改正趣旨 

 ＣＤＳリスク管理委員会の名称を「ＣＤＳ運営委員会」に変更することに伴い、ＣＤ

Ｓ清算業務に関する業務方法書等について、別紙のとおり所要の改正を行う。 

Ⅱ．改正概要 

・ ＣＤＳリスク管理委員会の名称を「ＣＤＳ運営委

員会」に変更する。 

（備  考） 

・ＣＤＳ清算業務に関する業務

方法書第１２２条 

・ＣＤＳリスク管理委員会に関

する規則第１条・第３条 

・ＣＤＳ清算業務に関する清算

参加者の破綻処理に関する

規則第２０条 

Ⅲ．施行日 

２０１７年７月３日から施行する。 

以 上 
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ＣＤＳ清算業務に関する業務方法書の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（ＣＤＳ運営 委員会） 
第１２２条 当社は、前条に規定する本業務方法書

等の変更を行おうとする場合において、当該変更

が次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該

変更を行うことの適否につき、ＣＤＳ運営 委員

会に諮問し、その意見を尊重するものとする。た

だし、当該変更の内容が軽微なものである場合

は、この限りでない。 

 （１）～（１０） （略） 
 （１１） 本条に規定するＣＤＳ運営 委員会への

諮問に関する事項 

２ 前項に定めるもののほか、ＣＤＳ運営 委員会に

関する事項は当社が規則で定める。 

 
 

付  則 

 
 

この改正規定は、平成２９年７月３日から施行す

る。 

（ＣＤＳリスク管理 委員会） 
第１２２条 当社は、前条に規定する本業務方法書

等の変更を行おうとする場合において、当該変更

が次の各号に掲げる事項に該当するときは、当該

変更を行うことの適否につき、ＣＤＳリスク管理

委員会に諮問し、その意見を尊重するものとす

る。ただし、当該変更の内容が軽微なものである

場合は、この限りでない。 

 （１）～（１０） （略） 
 （１１） 本条に規定するＣＤＳリスク 委員会へ

の諮問に関する事項 

２ 前項に定めるもののほか、ＣＤＳリスク管理

委員会に関する事項は当社が規則で定める。 
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ＣＤＳリスク管理委員会に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
ＣＤＳ運営 委員会に関する規則 

 

（目的） 

第１条 このＣＤＳ運営 委員会規則（以下「本規則」

という。）は、株式会社日本証券クリアリング機

構（以下「当社」という。）が制定したＣＤＳ清

算業務に関する業務方法書（以下「業務方法書」

という。）に基づき、ＣＤＳ運営 委員会の権限、

組織、委員の選任方法、議事の手続その他委員会

の運営に関し必要な事項を定めることを目的と

する。 

 
（ＣＤＳ運営 委員会の設置） 
第３条 当社は、取締役会の常設の諮問委員会とし

て、ＣＤＳ運営 委員会（以下「委員会」という。）

を設置する。 

 
 

付  則 

 
 

この改正規定は、平成２９年７月３日から施行す

る。 

ＣＤＳリスク管理 委員会に関する規則 

 

（目的） 

第１条 このＣＤＳリスク管理 委員会規則（以下

「本規則」という。）は、株式会社日本証券クリ

アリング機構（以下「当社」という。）が制定し

たＣＤＳ清算業務に関する業務方法書（以下「業

務方法書」という。）に基づき、ＣＤＳリスク管

理 委員会の権限、組織、委員の選任方法、議事の

手続その他委員会の運営に関し必要な事項を定

めることを目的とする。 

 
（ＣＤＳリスク管理 委員会の設置） 
第３条 当社は、取締役会の常設の諮問委員会とし

て、ＣＤＳリスク管理 委員会（以下「委員会」

という。）を設置する。 
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ＣＤＳ清算業務に関する清算参加者の破綻処理に関する規則の一部改正新旧対照表 
 

新 旧 
（協議の方法等） 

第２０条 （略） 

２ 清算参加者は、当該清算参加者のＣＤＳ運営

委員会における委員代表者（委員代表者が存在し

ない場合は、清算参加者代表者又はこれに代わる

当該清算参加者を代表若しくは代理する者）をし

て、当社との間における前項の協議及び業務方法

書第９７条の合意を行わせるものとする。 

３～５ （略） 
 
 

付  則 

 
 

この改正規定は、平成２９年７月３日から施行す

る。 

（協議の方法等） 

第２０条 （略） 

２ 清算参加者は、当該清算参加者の リスク管理

委員会における委員代表者（委員代表者が存在し

ない場合は、清算参加者代表者又はこれに代わる

当該清算参加者を代表若しくは代理する者）をし

て、当社との間における前項の協議及び業務方法

書第９７条の合意を行わせるものとする。 

３～５ （略） 
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